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▲ 検討の詳細は、市ウェブサイトにて
公開しています。



本日の説明の流れ
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１．学校の再編方針について

（基本計画（改定版）について）

２．具体的な学校再編の検討について①

第一段階 学校規模（児童生徒数）の評価

３．具体的な学校再編の検討について②

第二段階 学校整備地の選定

４．今後の予定について



１．学校の再編方針について
（基本計画（改定版）について）
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詳細は「概要版」をご覧ください。



２．具体的な学校再編の検討について①

第一段階 学校規模（児童生徒数）の評価

各小学校区における児童生徒数の将来推計結果

令和４７令和４２令和３７令和３２令和２７令和２２令和１７令和１２鵜沼第三小学校区

270301321344356351328402児童数

151161172184179185189324生徒数

４

令和４７令和４２令和３７令和３２令和２７令和２２令和１７令和１２緑苑小学校区

710142028384767児童数

57101318243042生徒数



適正規模校

適正化すべき
小規模校

大規模校① 大規模校②
適正化すべき
過大規模校

小学校 児童数
（想定学級数）

１２０人以下
かつ

６学級以下

１２１～２１５人
（１１学級以下）

２１６～６３０人
（１２～１８学級）

６３１～８４０人
（１９～２４学級）

８４１～１,０５０人
（２５～３０学級）

１,０５１人～
（３１学級以上）

中学校 生徒数
（想定学級数）

１２０人以下
かつ

６学級以下

１２１～２１２人
（８学級以下）

２１３～６３０人
（９～１８学級）

６３１～８４０人
（１９～２４学級）

８４１～１,０５０人
（２５～３０学級）

１,０５１人～
（３１学級以上）

義務教育学校 児童生徒数
（想定学級数）

１８０人以下
かつ

９学級以下

１８１～３２３人
（１７学級以下）

３２４～９４５人
（１８～２７学級）

９４６～１,２６０人
（２８～３６学級）

１,２６１～１,５７５人
（３７～４５学級）

１,５７６人～
（４６学級以上）

学校規模
小規模校 大規模校

学校規模の基準

今後４０年において、目指すべき学校規模

５

採用できない再編パターン採用できる再編パターン

・「適正化すべき小規模校」「適正化すべき過大規模校」が
発生してしまう

・早期（令和１７年まで）に小規模校が発生してしまう

・義務教育学校において、将来にわたり、１学年５クラスが発生
してしまう（大きすぎる）

・小学校、中学校は、１学年５クラスまで

・義務教育学校は、１学年４クラスまで

※１学級３５人を想定



現在の小中学校のままだと・・・

パターン 現況

児童生徒数推移

イメージ

検討結果

６

×

R12年 R17年 R22年 R27年 R32年 R37年 R４２年 R４７年

366 219 209 197 197 182 168 156

402 328 351 355 343 321 301 270

67 47 38 28 20 14 10 7

緑陽中学校区

緑陽中学校

緑苑小学校

鵜沼第三小学校

緑苑小学校が「適正化すべき小規模校」に該当



（１） 鵜沼第三小と緑苑小を統合すると・・・

７
評価された２つのパターンのうち、義務教育学校化のパターンを中心に第二段階（学校整備地）を検討

パターン （１） 小学校同士を統合

児童生徒数推移

イメージ

検討結果

Ⅰ 義務教育学校化

○

R12年 R17年 R22年 R27年 R32年 R37年 R４２年 R４７年

366 219 209 197 197 182 168 156

469 375 389 383 363 335 311 277

緑陽中学校区

緑陽中学校

A小学校（鵜三＋緑）

R12年 R17年 R22年 R27年 R32年 R37年 R４２年 R４７年

835 594 598 580 560 517 479 433A義務教育学校（鵜三＋緑）

緑陽中学校区

○



３．具体的な学校再編の検討について②

第二段階 学校整備地の検討

第一段階で評価した再編パターンについて、既存の学校敷地を基本として、

① 通学支援対象者数（通学距離が２ｋｍを超える児童数）

② 将来の児童生徒数に応じた必要な敷地面積が確保されているか を整理

令和８年４月時点での
検討はここまで

８

上記①②のほか、様々な観点から総合的に評価し、グループにおける最も適切な再編パターンと
学校整備地を決定していく



通学支援対象者（通学距離２㎞越え児童）の整理

鵜沼第三小敷地

９

緑苑小敷地 緑陽中敷地

再編パターンにおける学校の整備地は、これらの学校敷地を候補として検討していく

・「通学する学校を中心として概ね半径２㎞を超える区域の児童」を原則とします
・著しい高低差や、幹線道路をまたぐ場合など危険箇所が存在する場合も、柔軟に支援策を検討します
・スクールバスのほか、ふれあいバス等の活用も検討します
・支援策利用に係る保護者の経済的負担は原則無しとします

通学支援について（基本計画（改定版）より）



必要敷地面積の整理

義務教育学校において、学校規模ごとに必要となる敷地面積を算出

１０

校舎
建築面積

屋内運動場
建築面積

屋外運動場
敷地面積

建築面積
（建物に必要な面積）

建物敷地面積

必要敷地面積
（学校全体）

※国の基準等より

3階建 4階建 5階建 3階建 4階建 5階建

２０，７００㎡ １８，８００㎡ １７，６００㎡ 23,400㎡ 21,000㎡ 19,600㎡

適正規模校

（９学年で合計18～27学級）

大規模校①

（９学年で合計28～36学級）

義務教育学校における必要敷地面積

「中学校整備指針（文部科学省）」において、中学校の校舎等は４階以下の建物で計画することが望ましいとされていることを踏まえ、
校舎建築面積の算定にあたって、義務教育学校は４階を基本的な校舎階数とする



第７回検討委員会（令和８年６月）以降より、通学支援対象者や必要敷地面積を参考に、
新たな学校の整備地を検討していく

１１

各学校敷地と必要敷地面積との比較

適正規模校
（９学年で合計１８～２７学級）

大規模校①
（９学年で合計１８～３６学級）

鵜沼第三小学校 19,930 ◎（可能） ○（要５階建）

緑苑小学校 38,666 ◎（可能） ◎（可能）

緑陽中学校 70,476 ◎（可能） ◎（可能）

学校名称 敷地面積（㎡）

義務教育学校における必要敷地面積



４．今後の予定について

１２


